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規

則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

大
分
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
一

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
二

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
二

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
三

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
三

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
四

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一

部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等

を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
五

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
七

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

る
条
例
施
行
規
則
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
九

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基

準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
旧
指
定
介
護
予
防
訪
問
介

護
及
び
旧
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
に
係
る
基
準
等
に
関
す
る
規
則
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
九

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
三
号

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。第

一
条
中
「
。
以
下
「
施
行
令
」
と
い
う
。
」
を
削
る
。

第
二
十
五
条
第
四
項
中
「
同
条
第
十
一
項
」
を
「
同
条
第
十
三
項
」
に
、
「
採
る
」
を
「
と
る
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

大
分
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
四
号

大
分
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
介
護
保
険
財
政
安
定
化
基
金
管
理
規
則
（
平
成
十
二
年
大
分
県
規
則
第
九
十
五
号
）
の
一
部
を
次

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
七
条
」
を
「
第
七
条
の
二
」
に
、
「
第
十
四
条
」
を
「
第
十
四
条
の
二
」
に
改
め
る
。

第
二
条
第
一
号
中
「
法
」
を
「
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
。
以
下
「
法
」
と
い

う
。
）
」
に
改
め
る
。

第
三
章
中
第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
交
付
金
の
額
の
減
額
等
）

第
七
条
の
二

知
事
は
、
交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

す
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
額
を
減
額
し
、
又
は
交
付
を
行
わ
な
い
こ
と
が
で
き

る
。

一

交
付
金
の
額
が
不
当
に
過
大
に
見
込
ま
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
交
付
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

三

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
交
付
に
係
る
手
続
を
怠
っ
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。

平

成

三

十

年

号

外

二
三

三

月

三

十

日

( 金 曜 日 )

目

次

毎
週

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）

発
行
人

大

分

県

編
集

㈱
明
文
堂
印
刷

（
定
価

一
箇
年

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

"
%

#
$

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

一
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２

知
事
は
、
交
付
金
の
交
付
を
受
け
た
市
町
村
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当
該

市
町
村
に
対
す
る
交
付
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
の
返
還
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

交
付
金
を
そ
の
交
付
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。

第
四
章
中
第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
貸
付
金
の
額
の
減
額
等
）

第
十
四
条
の
二

知
事
は
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
す
る
市
町
村
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
と
き
は
、
当
該
市
町
村
に
対
す
る
貸
付
金
の
額
を
減
額
し
、
又
は
貸
付
け
を
行
わ
な
い
こ
と
が

で
き
る
。

一

貸
付
金
の
額
が
不
当
に
過
大
に
見
込
ま
れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
。

二

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
に
よ
り
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
よ
う
と
し
た
と
き
。

三

こ
の
規
則
に
規
定
す
る
貸
付
け
に
係
る
手
続
を
怠
っ
た
と
き
。

四

前
三
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。

２

知
事
は
、
貸
付
金
の
貸
付
け
を
受
け
た
市
町
村
が
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
当

該
市
町
村
に
対
す
る
貸
付
金
の
全
部
若
し
く
は
一
部
を
繰
り
上
げ
て
償
還
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

一

前
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
が
判
明
し
た
と
き
。

二

貸
付
金
を
そ
の
貸
付
け
の
目
的
以
外
の
目
的
に
使
用
し
た
と
き
。

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
合
の
ほ
か
、
知
事
が
必
要
と
認
め
る
と
き
。

第
五
号
様
式
及
び
第
六
号
様
式
中
「第

５
条
及
び
第
９
条
関
係

」
を
「第

５
条
、
第
９
条
関
係

」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
五
号

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県

規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
九
条
を
第
十
条
と
し
、
第
八
条
を
第
九
条
と
し
、
第
七
条
を
第
八
条
と
し
、
第
六
条
の
次
に
次
の
一
条

を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
七
条

条
例
第
十
七
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
支
援
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

支
援
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施
す

る
こ
と
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
六
号

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
大

分
県
規
則
第
三
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
専
ら
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
介
護
職
員
等
）

第
三
条

条
例
第
七
条
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
は
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

（
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別

養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
条
例
第
四
十
二
条
第
二
項
（
条
例
第
五
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合

を
含
む
。
）
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
特

別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
特
別
養
護

老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
、
地
域

密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
除
く
。
以
下
こ
の

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

二
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条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
地
域
密
着
型
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
又
は
地
域
密
着
型

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
を
併
設
す
る
場
合
の
地
域
密

着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
地
域
密
着
型
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
の
介
護
職
員
及
び
看

護
職
員
と
す
る
。

第
四
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
七
条
の
二

条
例
第
十
六
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
十
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の
次

に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

第
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
十
一
条
の
二

条
例
第
三
十
八
条
第
八
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
七
号

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
の
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県

規
則
第
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
七
条
の
二

条
例
第
十
八
条
第
五
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
十
四
条
中
「
第
四
条
、
第
六
条
」
の
下
に
「
、
第
七
条
の
二
」
を
、
「
条
例
第
十
三
条
第
一
項
」
と
」

の
下
に
「
、
第
七
条
の
二
中
「
第
十
八
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
十
八
条
第
五
項
」
と
」
を
加
え
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
八
号

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

三
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第
三
条
第
一
項
中
「
場
合
は
」
を
「
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
は
」
に
、
「
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護

老
人
福
祉
施
設
を
併
設
す
る
場
合
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
」
を
「
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老

人
福
祉
施
設
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
の

介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
条
例
第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限

る
。
）
又
は
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
に
」
に
、
「
）
を
併
設
す
る
場
合
」
を
「
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
老
人
福
祉
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
地
域
密
着
型
介
護
老
人
福
祉

施
設
の
介
護
職
員
及
び
看
護
職
員
（
指
定
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
基
準
第
百
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
基

づ
き
配
置
さ
れ
る
看
護
職
員
に
限
る
。
）
」
に
改
め
る
。

第
六
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
六
条
の
二

条
例
第
十
六
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
八
条
の
見
出
し
中
「
事
務
所
等
」
を
「
事
業
所
等
」
に
改
め
る
。

第
九
条
中
第
九
号
を
第
十
号
と
し
、
第
六
号
か
ら
第
八
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
五
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

第
十
四
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
十
四
条
の
二

条
例
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
十
五
条
中
第
十
号
を
第
十
一
号
と
し
、
第
七
号
か
ら
第
九
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
六
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

七

緊
急
時
等
に
お
け
る
対
応
方
法

附
則
第
三
項
か
ら
第
五
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の

一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
十
九
号

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例

施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

介
護
老
人
保
健
施
設
の
人
員
、
施
設
及
び
設
備
並
び
に
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則

（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
専
ら
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
介
護
職
員
）

第
三
条

条
例
第
四
条
第
四
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
介
護
職
員
は
、
介
護
老
人
保
健
施
設
（
ユ
ニ
ッ

ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施

設
を
併
設
す
る
場
合
の
介
護
老
人
保
健
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
老
人
保
健
施
設
の
介
護
職
員
と
す

る
。

第
四
条
第
一
項
第
二
号
中
「
病
院
又
は
」
を
「
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
七
条
の
二

条
例
第
十
六
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
中
「
病
院
又
は
」
を
「
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
」
に
改
め
る
。

第
十
六
条
第
一
項
第
三
号
及
び
第
四
号
中
「
特
別
な
居
室
等
の
提
供
に
係
る
基
準
」
を
「
特
別
な
居
室
等

の
提
供
に
係
る
基
準
等
」
に
改
め
、
同
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

四
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第
十
六
条
の
二

条
例
第
四
十
七
条
第
八
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

附
則
第
六
項
か
ら
第
九
項
ま
で
の
規
定
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三

十
一
日
」
に
改
め
る
。

附
則
第
九
項
中
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
」
を
「
一
・
二
メ
ー
ト
ル
以
上
（
中
廊
下
に
あ
っ
て
は
、
一
・

六
メ
ー
ト
ル
以
上
）
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
を
削
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部

を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
号

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成

二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
二
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
専
ら
職
務
に
従
事
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
介
護
職
員
）

第
二
条
の
二

条
例
第
四
条
第
七
項
た
だ
し
書
の
規
則
で
定
め
る
介
護
職
員
は
、
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施

設
（
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
ユ
ニ
ッ
ト

型
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
を
併
設
す
る
場
合
の
指
定
介
護
療
養
型
医
療
施
設
及
び
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定

介
護
療
養
型
医
療
施
設
の
介
護
職
員
と
す
る
。

第
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
七
条
の
二

条
例
第
十
七
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
十
七
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
十
七
条
の
二

条
例
第
四
十
八
条
第
八
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
中
「
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
」
を
「
平
成
三
十
六
年
三
月
三
十
一
日
」
に

改
め
る
。附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を

定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
一
号

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す

る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を

定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
二
節

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
九
条
・
第
十
条
）
」
を

「
第
二
節

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
八
条
の
二
）

に
、

第
三
節

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
九
条
・
第
十
条
）
」

「
第
二
節

削
除
」
を

「
第
二
節

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
三
十
五
条
―
第
三
十
九
条
）
」
に
、

「
第
三
節

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
七
条
・
第
五
十
八
条
）
」
を

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

五



「
第
三
節

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
六
条
の
二
）

第
四
節

基
準
該
当
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
七
条
・
第
五
十
八
条
）
」
に
改
め
る
。

第
六
条
中
第
八
号
を
第
九
号
と
し
、
第
三
号
か
ら
第
七
号
ま
で
を
一
号
ず
つ
繰
り
下
げ
、
第
二
号
の
次
に

次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
に
対
し
、
指
定
訪
問
介
護
の
提
供
に
当
た
り
把
握
し
た
利
用
者
の
服
薬
状

く
う

況
、
口
腔
機
能
そ
の
他
の
利
用
者
の
心
身
の
状
態
及
び
生
活
の
状
況
に
係
る
必
要
な
情
報
の
提
供
を
行

う
こ
と
。

第
二
章
中
第
二
節
を
第
三
節
と
し
、
第
一
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
二
節

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準

（
準
用
）

第
八
条
の
二

前
節
の
規
定
は
、
共
生
型
訪
問
介
護
の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
三
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中
「
第
六
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
六
条
第
四
項
」
と
、
第
四
条
第
一
項
中
「
第
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
条
例
第
九
条
」
と
、
第
五
条
中
「
第
二
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い

て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
四
条
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十

三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
五
条
第
一
項
」
と
、
第
六
条
中
「
第
二
十
九
条
第
三
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
十
九
条
第
三
項
」
と
、
第
七
条
中
「
第
三

十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
条
」
と
、
第
八
条
中
「
第
四

十
二
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
十
二
条
第
二
項
」

と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
二
十
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例

第
二
十
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
第
二
十
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
条
例
第
二
十
七
条
」
と
、
同
条
第
四
号
中
「
第
三
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
四
十
三

条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
三
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
四
十
条
第
二
項
」
と

あ
る
の
は
「
第
四
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
四
十
条
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。

第
二
十
五
条
第
一
項
第
一
号
中
「
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
等
」
を
「
居
宅
介
護
支
援
事
業
者
」
に
改
め
、

同
条
第
三
項
を
削
る
。

第
二
十
六
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

通
常
の
事
業
の
実
施
地
域

第
三
十
一
条
第
四
号
中
「
第
五
条
の
二
」
を
「
第
五
条
の
二
第
一
項
」
に
改
め
る
。

第
七
章
第
二
節
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
二
節

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準

（
準
用
）

第
三
十
五
条

第
四
条
及
び
第
三
十
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
の
規
定
は
、
共
生
型
通
所
介
護
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
条
中
「
第
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す

る
条
例
第
九
条
」
と
、
第
三
十
条
第
一
項
中
「
第
百
四
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
六
条
に
お
い

て
準
用
す
る
条
例
第
百
四
条
第
三
項
」
と
、
第
三
十
一
条
中
「
第
百
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
六
条
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第
百
七
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
六
条

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
七
条
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
通
所
介
護
従
業
者
」
と
あ
る
の
は
「
共
生

型
通
所
介
護
従
業
者
」
と
、
第
三
十
二
条
中
「
第
百
八
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用

す
る
条
例
第
百
八
条
」
と
、
第
三
十
三
条
中
「
第
百
十
三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
六
条
に
お

い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
十
三
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
号
か
ら
第
四
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
百
十
四

条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
十
六
条
」
と
、
同
条
第
五
号
中
「
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
十
六
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
十
二
条
の
二
第
二
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
三
十
六
条
か
ら
第
三
十
九
条
ま
で

削
除

第
九
章
中
第
三
節
を
第
四
節
と
し
、
第
二
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
三
節

共
生
型
居
宅
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準

（
準
用
）

第
五
十
六
条
の
二

第
四
十
七
条
か
ら
第
五
十
一
条
ま
で
の
規
定
は
、
共
生
型
短
期
入
所
生
活
介
護
の
事
業

に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
七
条
中
「
第
百
五
十
三
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

八
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
五
十
三
条
」
と
、
第
四
十
八
条
第
一
項
中
「
第
百
五
十
五

条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
五
十
五
条
第
三
項
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
五
十
五
条
第
四
項
後
段
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
条
例
第
百
五
十
五
条
第
四
項
後
段
」
と
、
第
四
十
九
条
中
「
第
百
六
十
五
条
」
と
あ
る
の
は
「
第

百
八
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
六
十
五
条
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
百
六
十
六
条
」
と

あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
六
十
六
条
」
と
、
同
条
第
一
号
中
「
第

百
四
十
九
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
四
十
九
条
第

二
項
」
と
、
第
五
十
一
条
中
「
第
百
六
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
の
三
に
お
い
て

準
用
す
る
条
例
第
百
六
十
八
条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
六
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百

八
十
二
条
の
三
」
と
、
同
条
第
三
号
中
「
第
百
五
十
六
条
第
五
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
の
三

に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
五
十
六
条
第
五
項
」
と
、
同
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第

百
六
十
九
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
八
十
二
条
の
三
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
二
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

六
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四

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
を
当
該
介
護
医
療
院

の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
い
て
入
所
定
員
及
び
療
養
室
の
定
員
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
利
用
者

数
第
六
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
利

用
者
を
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
入
居
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
い
て
入
居
定
員
及
び
療
養
室

の
定
員
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
利
用
者

第
七
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
を
図
る
た
め
の
措
置
）

第
七
十
一
条
の
二

条
例
第
二
百
二
十
七
条
第
六
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す

る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
七
十
八
条
中
「
第
七
十
一
条
」
の
下
に
「
及
び
第
七
十
一
条
の
二
」
を
加
え
、
「
同
条
」
を
「
第
七
十

一
条
」
に
、
「
、
「
第
二
百
四
十
九
条
」
を
「
「
第
二
百
四
十
九
条
」
に
改
め
、
「
条
例
第
二
百
二
十
六
条

第
三
項
」
と
」
の
下
に
「
、
第
七
十
一
条
の
二
中
「
第
二
百
二
十
七
条
第
六
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
二
百
四

十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
二
百
二
十
七
条
第
六
項
」
と
」
を
加
え
る
。

第
八
十
一
条
第
一
号
中
「
利
用
料
」
の
下
に
「
、
全
国
平
均
貸
与
価
格
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

六

指
定
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
種
目
に
お
け
る
機
能
又
は
価
格
帯
の
異
な
る
複

数
の
福
祉
用
具
に
関
す
る
情
報
を
利
用
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有

す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
転
換
を
行
っ
て
指
定
特
定
施
設
入
居
者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
場
合
の
医
療
機

関
併
設
型
指
定
特
定
施
設
に
お
い
て
は
、
併
設
さ
れ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若

し
く
は
診
療
所
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
特
定
施
設
の
利
用
者
の

処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
特
定
施
設
に
浴
室
、
便

所
及
び
食
堂
を
設
け
な
い
こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
一
条
第
一
号
の
改
正
規
定

は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
看
護
職
員
が
行
う
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業

に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
五
号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー

ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例

（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
五
十
五
号
）
第
九
十
一
条
に
規
定
す
る
指
定
居
宅
療
養
管
理
指
導
の
う

ち
、
看
護
職
員
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も
の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師

及
び
准
看
護
師
を
除
い
た
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
）
が
行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ

の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び

運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
第
二
十
五
条
第
三
項
の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三

十
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
項
中
「
条
例
第
九
十
六
条
第
三

項
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運

営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
五

号
）
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
九
十
六
条
第
三
項
」
と
す
る
。

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
二
号

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
五
年
大
分
県
規
則
第
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

目
次
中
「
第
三
節

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
六
条
・
第
五
十
七
条
）
」

「
第
三
節

共
生
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
五
条
の
二
）

を

に
改
め

第
四
節

基
準
該
当
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準
（
第
五
十
六
条
・
第
五
十
七
条
）
」

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）

七



る
。第

二
十
六
条
中
第
七
号
を
第
八
号
と
し
、
第
六
号
を
第
七
号
と
し
、
第
五
号
を
第
六
号
と
し
、
第
四
号
の

次
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

五

通
常
事
業
の
実
施
地
域

第
二
十
九
条
中
第
三
項
を
削
る
。

第
九
章
中
第
三
節
を
第
四
節
と
し
、
第
二
節
の
次
に
次
の
一
節
を
加
え
る
。

第
三
節

共
生
型
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
に
関
す
る
基
準

（
準
用
）

第
五
十
五
条
の
二

第
四
十
五
条
か
ら
第
五
十
条
ま
で
の
規
定
は
、
共
生
型
介
護
予
防
短
期
入
所
生
活
介
護

の
事
業
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
四
十
五
条
中
「
第
百
三
十
五
条
」
と
あ
る
の
は

「
第
百
六
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
三
十
五
条
」
と
、
第
四
十
六
条
第
一
項
中
「
第
百

三
十
七
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
三
十
七
条
第
三

項
」
と
、
同
条
第
三
項
中
「
第
百
三
十
七
条
第
四
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
条
例
第
百
三
十
七
条
第
四
項
」
と
、
第
四
十
七
条
中
「
第
百
四
十
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十

六
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
四
十
条
」
と
、
第
四
十
八
条
中
「
第
百
四
十
一
条
」
と
あ
る
の

は
「
第
百
六
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
四
十
一
条
」
と
、
第
四
十
九
条
中
「
第
百
四
十

三
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
四
十
三
条
第
二
項
」

と
、
同
条
第
二
号
中
「
第
百
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
の
三
」
と
、
同
条
第
三
号
中

「
第
百
三
十
八
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
条
例
第
百
三
十
八

条
第
二
項
」
と
、
同
条
第
四
号
か
ら
第
六
号
ま
で
の
規
定
中
「
第
百
四
十
四
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六

十
六
条
の
三
」
と
、
第
五
十
条
中
「
第
百
四
十
六
条
」
と
あ
る
の
は
「
第
百
六
十
六
条
の
三
に
お
い
て
準

用
す
る
条
例
第
百
四
十
六
条
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
六
十
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

四

介
護
医
療
院
で
あ
る
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ
て
は
、
利
用
者
を
当
該
介

護
医
療
院
の
入
所
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
い
て
入
所
定
員
及
び
療
養
室
の
定
員
を
超
え
る
こ
と
と
な

る
利
用
者
数

第
六
十
七
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

三

ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
で
あ
る
ユ
ニ
ッ
ト
型
指
定
介
護
予
防
短
期
入
所
療
養
介
護
事
業
所
に
あ
っ

て
は
、
利
用
者
を
当
該
ユ
ニ
ッ
ト
型
介
護
医
療
院
の
入
居
者
と
み
な
し
た
場
合
に
お
い
て
入
居
定
員
及

び
療
養
室
の
定
員
を
超
え
る
こ
と
と
な
る
利
用
者
数

第
七
十
一
条
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

（
身
体
的
拘
束
等
の
禁
止
）

第
七
十
一
条
の
二

条
例
第
二
百
十
三
条
第
三
項
の
規
則
で
定
め
る
措
置
は
、
次
に
掲
げ
る
措
置
と
す
る
。

一

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
対
策
を
検
討
す
る
委
員
会
を
三
月
に
一
回
以
上
開
催
す
る
と
と

も
に
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
、
介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
周
知
徹
底
を
図
る
こ
と
。

二

身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
指
針
を
整
備
す
る
こ
と
。

三

介
護
職
員
そ
の
他
の
従
業
者
に
対
し
、
身
体
的
拘
束
等
の
適
正
化
の
た
め
の
研
修
を
定
期
的
に
実
施

す
る
こ
と
。

第
八
十
五
条
第
一
号
中
「
利
用
料
」
の
下
に
「
、
全
国
平
均
貸
与
価
格
」
を
加
え
、
同
条
に
次
の
一
号
を

加
え
る
。

七

指
定
介
護
予
防
福
祉
用
具
貸
与
の
提
供
に
当
た
っ
て
は
、
同
一
種
目
に
お
け
る
機
能
又
は
価
格
帯
の

異
な
る
複
数
の
福
祉
用
具
に
関
す
る
情
報
を
利
用
者
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。

附
則
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

７

第
六
十
九
条
及
び
第
七
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
療
養
病
床
等
を
有
す
る
病
院
又
は
病
床
を
有

す
る
診
療
所
の
開
設
者
が
、
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
を
平
成
三
十
六
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
転
換
（
当
該
病
院
の
療
養
病
床
等
又
は
当
該
診
療
所
の
病
床
の
病
床
数
を
減
少
さ

せ
る
と
と
も
に
、
当
該
病
院
等
の
施
設
を
介
護
医
療
院
、
軽
費
老
人
ホ
ー
ム
（
老
人
福
祉
法
第
二
十
条
の

六
に
規
定
す
る
経
費
老
人
ホ
ー
ム
を
い
う
。
）
そ
の
他
の
要
介
護
者
、
要
支
援
者
そ
の
他
の
者
を
入
所
又

は
入
居
さ
せ
る
た
め
の
施
設
の
用
に
供
す
る
こ
と
を
い
う
。
）
を
行
っ
て
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
入
居

者
生
活
介
護
の
事
業
を
行
う
場
合
の
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
に
お
い
て
は
、
併
設
さ

れ
る
介
護
老
人
保
健
施
設
、
介
護
医
療
院
又
は
病
院
若
し
く
は
診
療
所
の
施
設
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ

り
、
当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
の
利
用
者
の
処
遇
が
適
切
に
行
わ
れ
る
と
認
め
ら

れ
る
と
き
は
、
当
該
医
療
機
関
併
設
型
指
定
介
護
予
防
特
定
施
設
に
浴
室
、
便
所
及
び
食
堂
を
設
け
な
い

こ
と
が
で
き
る
。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
八
十
五
条
第
一
号
の
改
正
規
定

は
、
平
成
三
十
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
看
護
職
員
が
行
う
指
定
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
係
る
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
介
護
保
険
法
（
平
成
九
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
三
条
第
一
項
に

規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
る
事
業
所
に
お
い
て
行
わ
れ
る
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の

事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
介
護

予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）
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る
条
例
（
平
成
二
十
四
年
大
分
県
条
例
第
五
十
九
号
）
第
八
十
九
条
に
規
定
す
る
指
定
介
護
予
防
居
宅
療

養
管
理
指
導
の
う
ち
、
看
護
職
員
（
歯
科
衛
生
士
が
行
う
介
護
予
防
居
宅
療
養
管
理
指
導
に
相
当
す
る
も

の
を
行
う
保
健
師
、
看
護
師
及
び
准
看
護
師
を
除
い
た
保
健
師
、
看
護
師
又
は
准
看
護
師
を
い
う
。
）
が

行
う
も
の
に
つ
い
て
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者

の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
第
二
十
九
条
第
三
項

の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
項
中
「
条
例
第
九
十
七
条
第
三
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
指
定
居
宅
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の

要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
三
十
年
大
分
県
条
例
第
十
五
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
条
例
第
九
十
七
条
第
三
項
」
と
す

る
。

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
三
号

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
施
行
規
則
を
廃
止
す
る
規
則

指
定
居
宅
介
護
支
援
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準
等
を
定
め
る

条
例
施
行
規
則
（
平
成
二
十
六
年
大
分
県
規
則
第
六
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
旧
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び

旧
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
に
係
る
基
準
等
に
関
す
る
規
則
を
廃
止
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
知
事

広

瀬

勝

貞

大
分
県
規
則
第
二
十
四
号

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に

関
す
る
基
準
等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
旧
指

定
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び
旧
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
に
係
る
基
準
等
に
関
す
る

規
則
を
廃
止
す
る
規
則

指
定
介
護
予
防
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
に
係
る
申
請
者
の
要
件
並
び
に
人
員
、
設
備
及
び
運
営
に
関
す
る
基
準

等
を
定
め
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
附
則
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
旧
指
定
介
護
予
防
訪
問
介
護
及
び

旧
指
定
介
護
予
防
通
所
介
護
の
事
業
に
係
る
基
準
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
十
七
年
大
分
県
規
則
第
二
十

一
号
）
は
、
廃
止
す
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

平
成
三
十
年
三
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外
（
規
則
）
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